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鳥取県土木工事共通仕様書の改定の概要について 
令和 8 年 2 月 

鳥取県県土整備部技術企画課 

１ 共通仕様書特記事項の改定  

○国交省が各地方整備局で独自の仕様を『地方整備局 運用』として作成しているのと同様に、県独自部分
を可能な限り『鳥取県土木工事共通仕様書 特記事項』としてとりまとめ、県独自部分を明確にし、国
交省仕様書との統一化を図ることとしている。  

（１）鳥取県土木工事共通仕様書 特記事項  

〇県の通知文の文章に見直しが必要な箇所が有り、その部分を修正し改定を行った。 
 
【県独自基準で改定する項目】 

現行の編章 改定概要 
第１編 共通編 

第 1 章 総則 1-1-1-6  監督員 
1-1-1-27 工事中の安全確保 

 
 監督補助員を監督助手に改めた 
 現場環境改善費等を新規追加 

第 6 編 河川編 
第3章 樋門・樋管 6-3-5 銘板及び標示板 

 
 実態を踏まえた規定の変更 

第 8 編 砂防編 
第1章 砂防堰堤 8-1-8-1 一般的事項 

8-1-8-4 コンクリ−ト堰堤本体工 

 
 記載内容の誤りを修正 
 記載内容の誤りを修正 

 
 

２ 国交省仕様書に準じた仕様書の改正  

○ 現行仕様書は、令和 7 年 4 月 1 日以降調達公告の工事から適用され、その後、国交省仕様書が令和 7 年
3 月に改定を行ったため、この改定に併せて最新の仕様書の改定を行った。 

（１）国交省仕様書に合わせて追加・見直した仕様  

【国交省仕様書に合わせて追加・見直した項目】 
編章節 見直し概要 

第 1 編 共通編 第 1 章 総則 
第 1 節 総則 1-1-1-21 工事完成検査 

1-1-1-22 既済部分検査等 
1-1-1-31 環境対策 
1-1-1-33 交通安全管理 
 
1-1-1-35 諸法令の遵守 
1-1-1-40 特許権等 

 
 1 記載内容の誤りを修正 
 5 記載内容の誤りを修正 
 6 諸基準類の改定に伴い修正 
 5 諸法令の改定に伴い修正 
 14 諸法令の改定に伴い修正 
 諸基準類の改定に伴い修正 
 3 諸基準類の改定に伴い修正 

第 1 編 共通編 第 3 章 無筋･鉄筋コンクリート 
第 3 節 レディーミクストコンクリート 

1-3-3-2  工場の選定 

 
 
● 1(1) 諸基準類の改定に伴い修正 

第 7 節 鉄筋工 1-3-7-1 一般事項  2 記載内容の誤りを修正 
第 2 編 材料編 第 2 章 土木工事材料  

第 3 節 骨材  2-2-3-4 一般事項 
 
 
2-2-3-5 フィラー 
 
2-2-3-6 安定材 

 

 
 1 実態を踏まえた規定の変更 
 「表 2-2-12」の表名を変更 
 「表 2-2-13」の追加 
 2 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 3 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1 条文追加及び図表の追加により条文の図表番号の修正並びに図表

番号の修正 
第 6 節 セメント及び混和材料 

2-2-6-2 セメント 
 
 1 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 

第 6 節 セメント及び混和材料 
2-2-6-2 セメント 

 
 3 図表の追加により条文の図表番号の修正及び」図表番号の修正 

第 8 節 瀝⻘材料 
2-2-8-1 一般瀝⻘材料 
 

 
 1 図表の追加により条文の図表番号の修正 
 2 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
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編章節 見直し概要 
 
 
 
 
 
2-2-8-3 再生用添加剤 

 3 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 4 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 5 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 6 図表の追加により条文の図表番号の修正 
 7 図表の追加により条文の図表番号の修正 
 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 

第 12 節 道路標識及び区画線 
2-2-12-1 道路標識 

 
 図表の追加により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 

第 3 編 土木工事共通編 第 2 章 一般施工  
第 2 節 適用すべき諸基準 3-2-2-0 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 3 節 共通的工種 
3-2-3-25 銘板工 

 
 1 実態を踏まえた規定の修正 

第 6 節 一般舗装工 
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 
 
 
 
 
3-2-6-7 アスファルト舗装工 
 
3-2-6-8 半たわみ性舗装工 
3-2-6-9 排水性舗装工 
 
 
 
3-2-6-11 グースアスファルト舗装

工 
 
 
 
 
3-2-6-12 コンクリート舗装工 
 
 
 
 
 
 

 
 5 諸基準類の改定に伴い修正及び条文の追加 
 5「表 3-2-21」及び「表 3-2-22」を削除 
 9 文献の発行に伴い修正 
 14 図表の削除により条文の図表番号の修正 
 15 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 3（３）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 4（１）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 4 諸基準類の改定に伴い修正 
 2（2）諸基準類の改定に伴い修正 
 3 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 4 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 5 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 6（２）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 8（１）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 8（２）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 9（１）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 11（１）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 13（４）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 3（３）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 4（１）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 6 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 7 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 9 諸基準類の改定に伴い修正 
 13（２）図表の削除により条文の図表番号の修正 
 13（４）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 14（９）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 

第 10 節 仮設工 
3-2-10-5 土留・仮締切工 
3-2-10-23 足場工 

 
 3 諸基準類の改定に伴い修正 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 12 節 工場製作工（共通） 
3-2-12-2 材料 
 
 
 
3-2-12-3 桁製作工 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2-12-8 アンカーフレーム製作工 
3-2-12-11 工場塗装工 

 
 3 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 4 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 5 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 7 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1（２）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1（８）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1(11)①図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1(11)②図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1（12）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 1（13）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 2（１）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 2（２）図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 2（3)②図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 2 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 
 3 図表の削除により条文の図表番号の修正及び図表番号の修正 

第 6 編 河川編 第 1 章 築堤・護岸 
第 2 節 適用すべき諸基準 6-1-2-0   

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 6 編 河川編 第 3 章 樋門・樋管 
第 2 節 適用すべき諸基準 6-3-2-0   

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 6 編 河川編 第 4 章 水門 
第 2 節 適用すべき諸基準 6-4-2-0   

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 3 節 工場製作工    6-4-3-8 鋳造費  諸基準類の改定に伴い修正 
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編章節 見直し概要 
第 6 編 河川編 第 5 章 堰 

第 1 節 適用       6-5-1-0   
 
 5 諸基準類の改定に伴い修正 

第 2 節 適用すべき諸基準 6-5-2-0  諸基準類の改定に伴い修正 
第 6 編 河川編 第 6 章 排水機場 

第 2 節 適用すべき諸基準 6-6-2-0  
 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 6 編 河川編 第 7 章 床止め・床固め  
第 2 節 適用すべき諸基準 6-7-2-0 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 10 編 道路編 第 1 章 道路改良 
第 2 節 適用すべき諸基準 10-1-2-0  

 
 諸基準類を一部削除 

第 7 節 擁壁工       10-1-7-1 一般事項  2 条文を一部削除 
第 10 編 道路編 第 2 章 舗装  

第 2 節 適用すべき諸基準 10-2-2-0  
 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 10 編 道路編 第 4 章 鋼橋上部  
第 3 節 工場製作工    10-4-3-11 鋳造費 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 10 編 道路編 第 5 章 コンクリート橋上部  
第 3 節 工場製作工    10-5-3-7 鋳造費 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 10 編 道路編 第 6 章 トンネル（NATM）  
第 2 節 適用すべき諸基準 10-6-2-0 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 8 節 坑門工       10-6-8-6 銘板工  2 諸基準類の改定に伴い修正 
第 10 編 道路編 第 7 章 コンクリートシェッド  

第 6 節 シェッド付属物工 10-7-6-5 銘板工 
 
 2 諸基準類の改定に伴い修正 

第 10 編 道路編 第 8 章 鋼製シェッド  
第 7 節 シェッド付属物工 10-8-7-5 銘板工 

 
 2 諸基準類の改定に伴い修正 

第 10 編 道路編 第 14 章 道路維持  
第 2 節 適用すべき諸基準 10-14-2-0 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

第 4 節 鋪装工       10-14-4-7 路上再生工  1(3)記載内容の誤りを修正 
 2(2)①図表の削除により条文の図表番号の修正 
 2(3) 図表の削除により条文の図表番号の修正 

第 10 編 道路編 第 16 章 道路修繕  
第 2 節 適用すべき諸基準 10-16-2-0 

 
 諸基準類の改定に伴い修正 

 
 

項目見出し 現行 改定後 改定理由 
第 2 編 材料編  

第 2 章 土木材料 
第 3 節 骨材 

2-2-3-3 アスファルト舗装
用骨材 

  諸基準類
の改定に
伴う 

第 2 編 材料編  
第 2 章 土木材料 

第 3 節 骨材 
2-2-3-3 アスファルト舗装

用骨材 

  諸基準類
の改定に
伴う 
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項目見出し 現行 改定後 改定理由 
第 2 編 材料編  

第 2 章 土木材料 
第 3 節 骨材 

2-2-3-4 アスファルト再生
骨材 

 
 

 
 

 
 

諸基準類
の改定に
伴う 

第 2 編 材料編  
第 2 章 土木材料 

第 3 節 骨材 
2-2-3-4 アスファルト再生

骨材 
 
 

 

 
 
 

表 2-2-13
の追加 

第 2 編 材料編  
第 2 章 土木材料 

第 3 節 骨材 
2-2-3-6 安定材 
 
 
 

 
 

 
 

諸基準類
の改定に
伴う 

第 2 編 材料編  
第 2 章 土木材料 

第 8 節 瀝⻘材料 
2-2-8-3 安定材 
 
 

 

 
 

 
 

諸基準類
の改定に
伴う 

第 3 編 土木工事共通編  
第 2 章 一般施工  

第 3 節 共通的工種 
3-2-3-25 銘板工 
 
 
 

 
 

 
 

実態を踏
まえた規
定の変更 
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項目見出し 現行 改定後 改定理由 
第 3 編 土木工事共通編  

第 2 章 一般施工  
第 3 節 共通的工種 

3-2-3-32 かごマット工 
 
 

 

 
 

 
 
 

記載内容
の誤り 

第 3 編 土木工事共通編  
第 2 章 一般施工  

第 6 節 一般鋪装工 
3-2-6-3 アスファルト舗装

の材料 
 
 

 

 
 表 3-2-21

の削除 

第 3 編 土木工事共通編  
第 2 章 一般施工  

第 6 節 一般鋪装工 
3-2-6-3 アスファルト舗装

の材料 
 
 

 

  表 3-2-22
の削除 

第 10 編 道路編  
第 6 章 トンネル（NATM） 

第 8 節 坑門工 
10-6-8-6 銘板工 
 
 

 

  実態を踏
まえた規
定の変更 

 


